
5

◎
高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度
額
に

つ
い
て
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担

を
求
め
る
観
点
か
ら
、
平
成
27
年
１

月
診
療
分
よ
り
70
歳
未
満
の
所
得
区

分
が
３
区
分
か
ら
５
区
分
に
細
分
化

さ
れ
ま
す
。

高額療養費限度額適用認定証の区分および自己負担限度額

70歳未満の方の場合
○自己負担限度額（月額）

所得区分 区分 所得要件 限度額 多数回該当
（4回目以降）

上　位 A 旧ただし書き所得
600万円超

150,000円＋（総医療費－
500,000円）×1％ 83,400円

一　般 B 旧ただし書き所得
600万円以下

80,100円＋（総医療費－
267,000円）×1％ 44,400円

非課税世帯 C 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

所得区分 区分 所得要件 限度額 多数回該当
（4回目以降）

上　位
ア 旧ただし書き所得

901万円超
252,600円＋（総医療費－
842,000円）×1％ 140,100円

イ 旧ただし書き所得
600万円～901万円以下

167,400円＋（総医療費－
558,000円）×1％ 93,000円

一　般
ウ 旧ただし書き所得
210万円～600万円以下

80,100円＋（総医療費－
267,000円）×1％ 44,400円

エ 旧ただし書き所得
210万円以下 57,600円 44,400円

非課税世帯 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

・旧ただし書き所得…所得から基礎控除33万円を引いた額
・所得不詳（未申告）者がいる場合の区分は「ア」
・ 同一世帯で1か月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、合算して自己負担額を超えた
　分があとから支給されます。

70歳以上75歳未満の方の場合（区分の変更はありません）
○自己負担限度額（月額）

所得区分 区分 所得要件 外来＋入院（世帯）
外来

現役並み － 課税所得
145万円以上 44,400円 80,100円＋（総医療費－

267,000円）×1％

一般 － 課税所得
145万円未満　※１ 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ Ⅱ 住民税非課税 8,000円 24,600円

低所得Ⅰ Ⅰ 住民税非課税
（所得が一定以下） 8,000円 15,000円

所得区分 区分 所得要件 外来＋入院（世帯）
外来

現役並み － 課税所得
145万円以上 44,400円 80,100円＋（総医療費－

267,000円）×1％

一般 － 課税所得
145万円未満　※２ 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ Ⅱ 住民税非課税 8,000円 24,600円

低所得Ⅰ Ⅰ 住民税非課税
（所得が一定以下） 8,000円 15,000円

※１…現役並み所得であるが収入が単身383万円未満、複数520万円未満の場合も含む。
※２…※１に加え、平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円
　以下の場合も含む。
・低所得Ⅱ…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で低所得Ⅰ以外。
・低所得Ⅰ…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を
　　　　　　差し引いたとき0円となる世帯。

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

高
額
療
養
費
が
平
成
27
年
１
月
か
ら
変
わ
り
ま
す
！
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☆
高
額
療
養
費
制
度
と
は
…

　

医
療
機
関
や
調
剤
薬
局
の
窓
口
で

支
払
っ
た
額（
※
）が
、
暦
月（
月
の

初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
）で
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の

超
え
た
金
額
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。 　

自
己
負
担
限
度
額
は
、
70
歳
未
満

あ
る
い
は
70
歳
〜
74
歳
ま
で
で
異
な

り
、
所
得
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。

（
詳
し
く
は
表
を
参
照
下
さ
い
。）

※
入
院
時
の
食
費
負
担
や
差
額
ベ
ッ

ド
代
、自
費
金
額
等
は
含
み
ま
せ
ん
。

◎
平
成
26
年
８
月
以
降
に
限
度
額
適

応
認
定
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
70

歳
未
満
の
皆
様
へ

　

平
成
26
年
8
月
以
降
に
交
付
さ
れ

て
い
る
70
歳
未
満
の
方
の
認
定
証
は
、

制
度
改
正
に
伴
い
有
効
期
限
が
平
成

26
年
12
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
平
成
27
年
１
月
１
日
か

ら
有
効
の
認
定
証
を
12
月
下
旬
に
送

付
い
た
し
ま
す
。


